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規

則

■群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
六
十
二
号

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
二
条
の
六
及
び
第
四
十
四
条
の
六
第
三
項
」
を
「
第
四
十
二
条

の
六
第
三
項
（
第
四
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
者
の
指
定
の
申
請
及
び
指
定
の
取
消
等
）

第
四
十
二
条
の
六

条
例
第
百
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙
代
金
収
納
計
器
（
以
下
「
収

納
計
器
」
と
い
う
。
）
の
取
扱
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
証
紙
代

金
収
納
計
器
取
扱
者
指
定
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

収
納
計
器
の
取
扱
い
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
収
納
計
器
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ

の
氏
名
若
し
く
は
名
称
、
取
扱
場
所
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
取
扱
い
を
や
め
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
者
指
定
事
項
変
更
届
出
書
又
は
証
紙

代
金
収
納
計
器
取
扱
業
務
廃
止
届
出
書
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
収
納
計
器
取
扱
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
収
納
計
器
取
扱

者
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

収
納
計
器
に
よ
り
収
納
印
の
表
示
を
し
た
額
と
異
な
る
額
に
相
当
す
る
金
額
を
受
領
し
た
と

き
。

二

そ
の
他
収
納
計
器
取
扱
者
と
し
て
不
適
当
と
認
め
た
と
き
。

４

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
納
計
器
取
扱
者
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
す
と
き
は
、
別
記

様
式
に
よ
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
者
指
定
取
消
通
知
書
に
よ
り
当
該
収
納
計
器
取
扱
者
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条
の
六
の
次
に
次
の
九
条
を
加
え
る
。

（
収
納
計
器
の
取
扱
い
等
）

第
四
十
二
条
の
六
の
二

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
別
記
様
式
に
よ
る
標

札
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
収
納
計
器
の
始
動
に
必
要
な
別
記
様
式
に
よ
る
標
札
（
以
下
「
始
動
票

札
」
と
い
う
。
）
を
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

３

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
収
納
印
を
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
の
所
定
の
箇
所
に
判
明
に
表
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
始
動
票
札
の
額
面
金
額
を

限
度
と
し
て
収
納
計
器
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
始
動
票
札
の
出
納
保
管
等
）

第
四
十
二
条
の
六
の
三

始
動
票
札
の
出
納
及
び
保
管
は
、
群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所
の
収
納
担
当

出
納
員
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
始
動
票
札
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
始

動
票
札
買
受
申
請
書
を
群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所
長
に
提
出
し
、
始
動
票
札
の
額
面
金
額
か
ら
第

四
十
二
条
の
六
の
六
の
規
定
に
よ
る
取
扱
手
数
料
を
差
し
引
い
た
金
額
を
記
入
し
た
別
記
様
式
に

よ
る
始
動
票
札
買
受
代
金
払
込
書
の
交
付
を
受
け
、
当
該
金
額
を
県
指
定
金
融
機
関
に
払
い
込
み
、

そ
の
旨
を
群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
払
込
書
の
領
収
証
書
を
確
認
の
上
、
収
納
計
器
取
扱

者
に
始
動
票
札
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

始
動
票
札
は
、
こ
れ
を
返
還
し
て
現
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

収
納
計
器
を
変
更
し
た
と
き
。

二

収
納
計
器
に
よ
る
徴
収
を
廃
止
し
た
と
き
。

三

収
納
計
器
取
扱
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
。

四

そ
の
他
知
事
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。

（
収
納
計
器
に
よ
り
表
示
す
る
印
影
の
形
式
等
）

第
四
十
二
条
の
六
の
四

条
例
第
百
三
十
二
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
収
納
計
器
に
よ
り
表
示
す

る
収
納
印
の
印
影
の
形
式
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
群
馬
県
証
紙
代
金
収
納
印
と
す
る
。

２

収
納
計
器
に
よ
り
収
納
印
を
申
告
書
に
表
示
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
収
納
印
の
印
影
に
表
示
さ

れ
た
額
に
相
当
す
る
金
額
の
還
付
を
受
け
、
又
は
他
の
申
告
書
に
表
示
さ
れ
た
収
納
印
の
印
影
を

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
収
納
印
を
過
誤
表
示
し
た
と
き
は
、
当
該
収
納
印
の
印
影
を
別
記
様
式

に
よ
る
過
誤
表
示
印
に
よ
り
判
明
に
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記

様
式
に
よ
る
過
誤
表
示
金
額
還
付
申
請
書
に
よ
り
過
誤
表
示
し
た
収
納
印
の
額
に
相
当
す
る
金
額

の
還
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
印
影
の
無
効
）

第
四
十
二
条
の
六
の
五

著
し
く
汚
染
し
、
又
は
毀
損
し
た
収
納
印
の
印
影
は
、
無
効
と
す
る
。

（
収
納
計
器
取
扱
手
数
料
）

第
四
十
二
条
の
六
の
六

知
事
は
、
毎
年
度
、
収
納
計
器
取
扱
者
に
対
し
、
収
納
計
器
に
よ
り
表
示

さ
れ
た
金
額
（
過
誤
表
示
し
た
収
納
印
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
合
計
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
収
納
計
器
に
係
る
取
扱
手
数
料
と
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

収
納
計
器
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額

取
扱
手
数
料
の
率

五
千
万
円
以
下
の
金
額

一
万
分
の
百
八

五
千
万
円
を
超
え
る
金
額

十
万
分
の
五
百
四
十
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（
収
納
計
器
使
用
状
況
の
記
帳
）

第
四
十
二
条
の
六
の
七

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
使
用
記
録

簿
及
び
始
動
票
札
管
理
簿
を
備
え
、
所
定
の
事
項
を
記
載
し
、
収
納
計
器
の
使
用
状
況
を
明
ら
か

に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
帳
簿
は
、
年
度
ご
と
に
整
理
し
、
年
度
終
了
後
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
計
器
使
用
状
況
の
報
告
）

第
四
十
二
条
の
六
の
八

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
毎
月
五
日
ま
で
に
前
月
の
収
納
計
器
の
使
用
状
況

を
別
記
様
式
に
よ
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
使
用
状
況
報
告
書
に
よ
り
群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所
長

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
計
器
の
取
扱
状
況
に
関
す
る
調
査
）

第
四
十
二
条
の
六
の
九

知
事
は
、
収
納
計
器
取
扱
者
の
取
り
扱
う
収
納
計
器
に
つ
い
て
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
収
納
計
器
の
取
扱
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
）

第
四
十
二
条
の
六
の
十

第
四
十
二
条
の
六
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
始
動
票
札
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
十
三

号
）
に
規
定
す
る
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
の
例
に
よ
る
。

第
四
十
四
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
自
動
車
税
に
係
る
収
納
計
器
に
よ
る
収
納
印
の
表
示
等
）

第
四
十
四
条
の
六

自
動
車
税
額
の
収
納
計
器
に
よ
る
収
納
印
の
表
示
そ
の
他
収
納
計
器
の
取
扱
い

に
関
し
て
は
、
第
四
十
二
条
の
六
か
ら
第
四
十
二
条
の
六
の
十
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
四
十
四
条
の
七
か
ら
第
四
十
四
条
の
十
五
ま
で
を
削
る
。

第
五
十
条
の
表
第
百
二
十
三
号
の
四
様
式
の
項
中
「
第
四
十
四
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
四
十
二

条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
中

「

「

第
四
十
四
条
の
六

第
二
項

第
四
十
二
条
の
六

を

に
改
め
、
同
表
第
百
二
十
三
号
の
八
様
式

第
二
項

第
四
十
四
条
の
六

第
二
項

」

」

の
項
中
「
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
四
十
二
条
の
六
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
百

二
十
三
号
の
九
様
式
の
項
中
「
第
四
十
四
条
の
六
第
四
項
」
を
「
第
四
十
二
条
の
六
第
四
項
」
に
改

め
、
同
表
第
百
二
十
三
号
の
十
様
式
の
項
中
「
第
四
十
四
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
の
六

の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
中

「

「

第
四
十
四
条
の
八

第
二
項

第
四
十
二
条
の
六

を

に
改
め
、
同
表
第
百
二
十
三
号
の
十
三
様

の
三
第
二
項

第
四
十
四
条
の
八

第
二
項

」

」

式
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
二
十
三
号
の
十

削
除

三
様
式

第
五
十
条
の
表
第
百
二
十
三
号
の
十
四
様
式
の
項
中
「
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
四
十

二
条
の
六
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
中

「

「

第
四
十
四
条
の
九

第
三
項

第
四
十
二
条
の
六

を

に
改
め
、
同
表
第
百
二
十
三
号
の
十
八
様

の
四
第
三
項

第
四
十
四
条
の
九

第
三
項

」

」

式
の
項
及
び
第
百
二
十
三
号
の
十
九
様
式
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
二
十
三
号
の
十

証
紙
代
金
収
納
計
器
使
用
記

八
様
式

録
簿

第
四
十
二
条
の
六

の
七
第
一
項

第
百
二
十
三
号
の
十

始
動
票
札
管
理
簿

九
様
式

第
五
十
条
の
表
第
百
二
十
三
号
の
二
十
様
式
の
項
中
「
第
四
十
四
条
の
十
三
」
を
「
第
四
十
二
条

の
六
の
八
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
三
号
の
四
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め

第
４
４
条
の
６
第
１
項

第
４
２
条
の
６
第
１
項

る
。

第
４
４
条
の
６
第
２
項

第

第
百
二
十
三
号
の
六
様
式
及
び
第
百
二
十
三
号
の
七
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

４
２
条
の
６
第
２
項

第
百
二
十
三
号
の
九
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め

第
４
４
条
の
６
第
４
項

第
４
２
条
の
６
第
４
項

る
。第

百
二
十
三
号
の
十
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第１２３号の１０様式（規格縦５４ミリメートル、横８６ミリメートル）

第９６４２号平成３０年１０月１２日（金） 群 馬 県 報
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第
百
二
十
三
号
の
十
一
様
式
中
「

」
を
「

」

第
４
４
条
の
８
第
２
項

第
４
２
条
の
６
の
３
第
２
項

に
、

「
枚

数
番

号
金

額

枚
自

号
至

号
円

～

を

枚
自

号
至

号
円

～

枚
自

号
至

号
円

～

」

「

金
額

円

に
改
め
る
。

円円

」

第
百
二
十
三
号
の
十
二
様
式
中

「

始
動

票
札

代
金

収
納
計
器
取
扱
手
数
料

を

還
付

金
額

差
引

払
込

金
額

」

「

始
動

票
札

代
金
①

還
付

金
額
②

に
、

収
納
計
器
取
扱
手
数
料
③

（
（

）

）

①
－
②

×

手
数
料
率

差
引
払
込
金
額

①
－
②
－
③

④

（

）

」

「

た
だ
し

始
動
票
札
第

号
か
ら
第

号
に
係
る
払
込
代
金

、

を
」

「

に
」

改
め
る
。

第
百
二
十
三
号
の
十
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
２
３
号
の
１
３
様
式

削
除

第
百
二
十
三
号
の
十
六
様
式
中
「

」
を
「

」

第
４
４
条
の
９
第
３
項

第
４
２
条
の
６
の
４
第
３
項

に
、

「

証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

上
記
期
間
中
収
納
計
器
番
号

を

に
返
納
し
た

始
動
票
札
の
始
動
票
札
の
交
付
番
号

番
号
及
び
枚

数
合

計
枚

数
枚

」

「

に
、

証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

」

「

始
動
票
札
の
交
付
番
号

を

始
動
票
札
交
付
年
月
日

年
月

日

」

「

始
動
票
札
交
付
年
月
日

年
月

日

に
改
め
る
。

」

第
百
二
十
三
号
の
十
八
様
式
及
び
第
百
二
十
三
号
の
十
九
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第９６４２号平成３０年１０月１２日（金） 群 馬 県 報
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第１２３号の１８様式（規格Ａ４）

証紙代金収納計器使用記録簿 使 用 月 年 月分

（県税条例施行規則第４２条の６の７第１項の規定による記録簿） 収 納 計 器 番 号

収納計器表示の 自動車税日
当 日 表 示 分

取扱責
累計 (１) 計器表示分(２) 過誤表示分(３) (２)－(３) 事務所責正当表示分

任者印
件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 任 者 印付

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

計

第９６４２号平成３０年１０月１２日（金） 群 馬 県 報
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第１２３号の１９様式（規格Ａ４）

収納計器

取 扱 者始 動 票 札 管 理 簿

領 収 受 入 計 器 カード 取扱

年 月 日 表 示 金 額 現 在 高 摘 要

番 号 金 額 (当日使用分) 記 号 者印

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

備考 １ 領収番号は、始動票札買受代金領収証書の番号を記入すること。

２ カード記号は、始動票札カードＡ・Ｂのいずれかを記入すること。
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第
百
二
十
三
号
の
二
十
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、

第
４
４
条
の
１
３

第
４
２
条
の
６
の
８

「

「

円
円

０
０

０
０

０
０

を

に
改
め
る
。

０
０

０
０

０
０

０
０

」

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
項
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
始
動
票
札
の
取
扱
い
及
び
こ
れ
を
管
理
す
る
た
め
の
規

定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
の
規
定
に
よ
り
発
せ
ら
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
て
い
る
通
知

書
等
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
相
当
規
定

に
よ
り
発
せ
ら
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
様
式
は
、
当
分
の
間
、
従
前
の
様
式
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

５

新
規
則
第
四
十
二
条
の
六
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
始
動
票
札
の
交
付
そ
の
他

の
準
備
行
為
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
六
十
三
号

群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
第
七
十
八
条
に
」
を
「
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
に
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
費
又
は
就
労
自
立
給
付
金
か
ら

法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
基
づ
く
徴
収
金
の
支
払
に
充
て
る
旨
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
五
十
五

号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第
五
十
四
号
中

生
活
保
護
法
第
７
８
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
保
護
金
品
等
を

「

を
」

徴
収
金
の
納
入
に
充
て
る
旨
の
申
出
書

生
活
保
護
法
第
７
８
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
保
護
金
品
等
を

「

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式

徴
収
金
の
納
入
に
充
て
る
旨
の
申
出
書

（

）
」

生
活
保
護
法
第
７
８
条
第
１
項
に
基
づ
く
徴
収
金
の
場
合

第
五
十
五
号
と
し
、
別
記
様
式
第
五
十
三
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第９６４２号平成３０年１０月１２日（金） 群 馬 県 報
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別記様式第５４号（規格Ａ４）（第２３条関係）

生活保護法第７８条の２の規定による保護金品等を

徴収金の納入に充てる旨の申出書

（生活保護法第７７条の２第１項に基づく徴収金の場合）

私は、 年 月分からの保護金品等（保護費（金銭給付されるものに限る。）及び就労自立給付金を

いう。以下同じ。）より、毎月 円を 年 月 日付け費用徴収決定通知による生活保護法

第７７条の２ の規定に基づく徴収金の支払に充てることを申し出ます。第１項

なお、申出の撤回又は申出内容の変更を行わない限りにおいて、本申出に基づき、徴収金を全て納付するまで

保護金品等から支払に充てるものとします。

福祉事務所長 あて

年 月 日

住所

氏名 印

第９６４２号平成３０年１０月１２日（金） 群 馬 県 報
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
五
十
四
号
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第９６４２号平成３０年１０月１２日（金） 群 馬 県 報
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告 示■

◎群馬県告示第２７９号

群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第１３１条第１項の規定により、次のとおり証紙代金収納計

器を指定し、平成３０年１１月１日から施行する。

なお、証紙代金収納計器の指定の告示（昭和４７年群馬県告示第６４５号）は、平成３０年１０月３１日限り廃

止する。

平成３０年１０月１２日

群馬県知事 大 澤 正 明

証紙代金収納計器の名称 型 式 備 考

ネオポストジャパン(株) ＳＨ－２０１０型 群馬県県税条例施行規則（昭和３４年群馬県規則第７９号）
証紙代金収納計器システム 第４２条の６の２第２項に規定する始動票札を使用するもの

◎群馬県告示第２８０号

証紙代金収納計器取扱者の指定の告示（昭和４７年群馬県告示第６４６号）の一部を次のように改正し、平成３

０年１１月１日から施行する。

平成３０年１０月１２日

群馬県知事 大 澤 正 明

前文中「第１５０条の３第１項」を「第１３２条第１項」に改める。

表中「および計器№」を「及び計器番号」に、

「 「
ネオポストジャパン(株)証紙

ハスラー計器Ｆ８８型 代金収納計器システム
No．１０１ ＳＨ－２０１０型

No．１０１、No．１０５

ネオポストジャパン(株)証紙
ハスラー計器Ｆ８８型 代金収納計器システム
No．１０２ ＳＨ－２０１０型

No．１０２、No．１０６
を に改める。

ネオポストジャパン(株)証紙
ハスラー計器Ｆ８８型 代金収納計器システム
No．１０３ ＳＨ－２０１０型

No．１０３、No．１０７

ネオポストジャパン(株)証紙
ハスラー計器Ｆ８８型 代金収納計器システム
No．１０４ ＳＨ－２０１０型

No．１０４、No．１０８
」 」
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◎群馬県告示第２８１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。

平成３０年１０月１２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 解除予定保安林の所在場所 甘楽郡下仁田町大字西野牧字駒形沢１３９７６の６、字大多良１４０５３の５、

１４０５６の４、１４１０９の４、１４１０９の５

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

３ 解除の理由 道路用地とするため

◎群馬県告示第２８２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。

平成３０年１０月１２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 解除予定保安林の所在場所 甘楽郡下仁田町大字南野牧字南物見１０６５３の４６

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

３ 解除の理由 道路用地とするため

◎群馬県告示第２８３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県前橋土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１０月１２日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

県道 前橋赤城線 前橋市北代田町字道東６０９番の７地 前 ７．４～２０．３ １２２８．５
先から同市上細井町字桧下１９２９番
の１地先まで 後 １５．０～２４．１ １２２８．５

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告
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する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部県

民生活課において縦覧に供する。

平成３０年１０月１２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成３０年１０月３日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人地域安心ネットワーク

３ 代表者の氏名 前田照芳

４ 主たる事務所の所在地 高崎市下小鳥町５８番地１０

５ 定款に記載された目的 この法人は、地域社会のプロパンガス利用者に対して２４時間集中監視システム等に

よる自動１１９番火災前兆予知通報や単身者の生活確認通報と幼児・高齢者等の徘徊を検知できるシステムを普

及させる事業を行うことにより、もって地域社会の安全に寄与することを目的とする。

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を前橋市役所に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成３０年１０月１２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７１３の３、１７１３の９ 加藤武邦 共有林

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７１３の６、１７１３の７ 高橋衛

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７４５の２ 井上しげ 共有林

同 井上三義 同

同 春山喜久 同

同 春山喜十郎 同

同 春山正義 同

同 春山茂 同

同 内藤くふ 同

同 早部勉 同

同 早部邦雄 同

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７４６の７、１７４６の８ 青木和浩

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７７８ 木村隆司
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前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７８６の１０ 野中茂幸

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７９０の２、１７９０の６から１７ 小林薫 字竜ノ口１７９
９０の１０まで ０の７から１７

９０の１０まで
は共有林

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７９０の７から１７９０の１０まで 小林仲子 共有林

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７９０の１２ 樋口晋 共有林

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７９１、１７９２の１、１７９２の 青木志げと
２

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７９４の１ 斉藤操

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７９４の２、１７９４の４ 川隅通男

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７９４の３ 酒井ハツヱ

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７９４の６、１７９４の１０ 株式会社ウインド
矢島

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７９４の９ 桜井仁

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７９４の１２ 中島一利

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７９５の１ 飯塚勝宏

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１７９５の２ 福田圭子 共有林

同 瀬尾里恵子 同

同 伊東三恵子 同

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１８５３の４、１８５３の１１ 椛沢義男 共有林

前橋市富士見町赤城山字竜ノ口１８５３の６、１８５３の８ 石川テツ 共有林

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７５の２、１８７５の１９、１８ 清藤カホル
７５の２０

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７５の３ 書上幸太郎 共有林

同 青木龍造 同

同 青木喜久次 同

同 書上庄佐久 同

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７５の５ 永盛市郎

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７５の６ 新家トキ

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７５の７ 新家里子

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７５の８、１８７５の１３ 新家ミツ

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７５の９ 渡辺とみ
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前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７５の１０ 井口あや子

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７５の１１ 大坪一江

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７５の１２ 山口源子

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７５の１５ 西堀満造

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７５の１６ 蓮見幸一

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７５の１８、１８７５の２２ 田口徳平

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７５の２１、１８７５の２３ 稲野辺良一

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７６の１ 増山光子

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７６の３ 遠藤俊一

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７６の６ 金井銀二郎

前橋市富士見町赤城山字江戸窪１８７６の７ 石川三郎

前橋市富士見町赤城山字下小萩沢１９１７の１、１９１７の４ 佐藤清之助

前橋市富士見町赤城山字下小萩沢１９１７の２ 鳴嶋明 共有林

同 鳴嶋和枝 同

前橋市富士見町赤城山字下小萩沢１９１７の９ 町田英二

前橋市富士見町赤城山字下小萩沢１９１９ 磯部関造 共有林

同 吉田武作 同

同 瀨谷茂雄 同

前橋市富士見町赤城山字下小萩沢１９２１の１ 青木順一 共有林

同 青木芙美子 同

同 青木和子 同

前橋市富士見町赤城山字東大河原１９８３の１ 瀬間克巳

前橋市富士見町赤城山字東大河原１９９０ 阿部治雄

前橋市富士見町赤城山字東大河原１９９４の１、１９９５ 今井佐幸 共有林

前橋市富士見町赤城山字東大河原１９９６の２、１９９６の５、１９ 織田くら
９７

前橋市富士見町赤城山字東大河原１９９６の７ 池内智子

前橋市富士見町赤城山字東大河原２００２の１、２００３の３から２ 金沢一代 共有林
００３の５、２００３の１２、２０２５の１

同 金沢源司 同

前橋市富士見町赤城山字東大河原２００３の１、字箕輪前２１０４、 伊藤隆彦
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２１０５

前橋市富士見町赤城山字東大河原２００３の２ 雁部三男

前橋市富士見町赤城山字東大河原２００３の６ 茨木翠

前橋市富士見町赤城山字東大河原２００３の８ 西山武

前橋市富士見町赤城山字東大河原２００３の９ 新井ハル

前橋市富士見町赤城山字東大河原２００３の１０ 鵜飼功

前橋市富士見町赤城山字東大河原２００３の１１ 角田好雄

前橋市富士見町赤城山字東大河原２００３の１３ 本沢澄

前橋市富士見町赤城山字東大河原２００８、２００９の１、２０２２ 狩野マサ 共有林
の１

前橋市富士見町赤城山字東大河原２０１０の１、２０１１ 町田元一

前橋市富士見町赤城山字東大河原２０１８の１、２０１８の２、字箕 倉林三郎
輪前２１２３

前橋市富士見町赤城山字東大河原２０２３の３ 野池惠子 共有林

同 池田明 同

前橋市富士見町赤城山字東大河原２０２８の１、２０２８の５ 小畑征子 共有林

前橋市富士見町赤城山字東大河原２０２８の３、２０２８の４ 手塚隆一

前橋市富士見町赤城山字箕輪前２１０２の２ 島田富夫

前橋市富士見町赤城山字箕輪前２１０６の２ 川口秀雄

前橋市富士見町赤城山字箕輪前２１０６の４ 平野敏子

前橋市富士見町赤城山字箕輪前２１０７の２ 長田松枝 共有林

同 長田國夫 同

前橋市富士見町赤城山字箕輪前２１２５の１、２１２７の４ 近藤力

前橋市富士見町赤城山字箕輪前２１２７の２、２１２７の８、２１２ 近藤熊太郎 共有林
７の１０

同 金子隆恒 同

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
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(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び前橋市役所に備え置いて縦覧に供

する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成３０年２月２３日群馬県告示第４１号

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律（昭和４６年法律第１１２号）第４条第１項に規定する農村地域

工業等導入基本計画を平成３０年１０月５日付けで変更したので、同条第６項の規定により次のとおり公表する。

平成３０年１０月１２日

群馬県知事 大 澤 正 明

「次のとおり」は省略し、その基本計画を群馬県農政部農業構造政策課、各農業事務所農業振興課及び県民セン

ターにおいて縦覧に供する。

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。

平成３０年１０月１２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 公の施設の名称及び所在地

（1）名称 群馬コンベンションセンター

（2）所在地 高崎市岩押町地内

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

（1）指定管理者の代表者

ア 名称 株式会社コンベンションリンケージ

イ 主たる事務所の所在地 東京都千代田区三番町２番地

ウ 代表者の氏名 代表取締役 平位博昭

（2）指定管理者の構成者

ア 名称 株式会社群成舎

イ 主たる事務所の所在地 高崎市上並榎町１２９番地の１

ウ 代表者の氏名 代表取締役 芝崎勝治

（3）指定管理者の構成者

ア 名称 群馬綜合ガードシステム株式会社

イ 主たる事務所の所在地 前橋市大渡町二丁目１番地の５

ウ 代表者の氏名 代表取締役社長 山﨑春男

（4）指定管理者の構成者

ア 名称 鹿島建物総合管理株式会社

イ 主たる事務所の所在地 東京都新宿区市谷本村町２番１号

ウ 代表者の氏名 代表取締役社長 宅正雄
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３ 指定の期間 平成３２年４月１日から平成３７年３月３１日まで

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

平成３０年１０月１２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 落札に係る物品等の名称、数量、落札者の名称、落札者の所在地及び落札金額

番号 物品等の名称 数量 落札者の名称 落札者の所在地 落札金額

① 凍結防止剤散布装置 １０ 日の丸ディーゼル株式 群馬県前橋市高 ２１,４０３,７６４円
台 会社 井町一丁目３５

番地３２

② マルチスノープラウ（小型トラ ４台 日の丸ディーゼル株式 群馬県前橋市高 ９,３４５,６２８円
ック(2t)又は中型トラック(4t) 会社 井町一丁目３５
装着用、ブレード幅2,400mm以 番地３２
上2,500mm未満)

③ 除雪トラック（３ｔ級、４× １台 日の丸ディーゼル株式 群馬県前橋市高 １６,１７５,７００円
４、プラウ付、散布装置付） 会社 井町一丁目３５

番地３２

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計課 群馬県前橋市大手町一丁目１番１

号

３ 落札者を決定した日 平成３０年１０月３日

４ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

５ 入札公告をした日 平成３０年８月２１日

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


